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１ 令和８年度地方税制改正に伴う市税条例の一部改正について
⑴ 軽自動車税（環境性能割）の廃止及びそれに伴う所要の整備(市税条例第５３条ほか）

米国関税措置が国内の自動車産業に及ぼす影響を緩和し、国内自動車市場の活性化を速やかに図るとともに、
自動車ユーザーの取得時における負担を軽減、簡素化を図るもの。

ア 改正の背景

イ 改正内容

ウ 影響額

エ 施行日 令和8年4月1日

軽自動車税（環境性能割）について、令和８年３月３１日をもって廃止する。
これに伴い、現行の｢軽自動車税(種別割) ｣を｢軽自動車税｣とするなど、所要の整備を行う。

約6,800万円の減（減収額については全額国費で補填）
※軽自動車税（環境性能割）については、令和8年2～3月に取得された車両に係る税収が令和8年度に
県から市に払い込まれるため、令和8年度において約1,300万円の税収が見込まれる。

軽自動車税
（環境性能割）

廃止
令和８年３月３１日

※軽自動車税（環境性能割）とは、軽自動車を取得したときに、軽自動車の燃費性能等に応じて課される税
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⑵ 軽自動車税（種別割）のグリーン化特例（軽課）の延長・見直し（市税条例附則第14条）

低炭素社会の実現や地域における環境対策のため、より燃費性能等の優れた自動車の普及促進を図るもの。

ア 改正の背景

イ 改正内容

エ 施行日 令和8年4月1日（令和9年度課税より適用）

燃費性能等の優れた軽自動車税（種別割）の税率を軽減する特例措置（いわゆる「グリーン化特例（軽課）」）について、下図の
とおり電気軽自動車及び天然ガス軽自動車について、現行のグリーン化特例（軽課）の適用期限を２年延長する。
※グリーン化特例（軽課）とは、新車に係る軽自動車税（種別割）の税率を燃費性能等に応じて取得翌年度に限り（１年のみ）軽減する制度

ウ 影響額 影響なし

延長
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２ 長崎市特定業務施設の移転又は拡充を促進するための固定資産税の課税免除に関する条例
の一部改正について

⑴ 条例の概要
● 長崎県が地域再生計画に基づいて認定した事業者に

ついて、本社機能（特定業務施設）を長崎市に移転

又は長崎市において拡充した場合に、対象資産に係

る固定資産税を３年間課税免除するもの。

（地域再生法に基づく地方拠点強化税制による特例措置の一部）

● 総務省令による地方税の減収補填措置の終期に合わ

せ、条例の失効期限を令和8年3月31日としている。

⑵ 改正理由
● 地方税の課税免除等に伴う減収補填措置が講じられる

場合等を定めた総務省令（地域再生法第17条の6の地

方公共団体等を定める省令）が令和８年度税制改正に

おいて改正され、補填期間が２年延長予定であること

に伴い、条例を改正する。

地方拠点強化税制の概要・課税免除の流れ

⑶ 改正内容

● 適用期限を２年延長（R8.3.31まで⇒R10.3.31まで）

改正前 改正後

総務省令
(減収補填)

公示日から
令和8年3月31日まで

公示日から
令和10年3月31日まで

本市条例 令和2年4月1日から
令和8年3月31日まで

令和2年4月1日から
令和10年3月31日まで

事
業
者

都
道
府
県

国
地方活力向上地域等

特定業務施設整備計画
地域再生計画

③認定申請 ①認定申請

②認定④認定

地方活力向上地域等特定業務施設整備計画（本社機能の移転または拡充に関する計画）

東京23区から地方(※)に本社機能を移転
※東京圏は対象外

地方(※)の本社機能を拡充
※東京圏、近畿・中部圏中心部は対象外

Ⅰ オフィス減税 施設の新設・増設で建物等を取得した場合の法人税等の減税措置

Ⅱ 雇用促進税制 新たに従業員を雇い入れた場合の法人税等の減税措置
（オフィス減税の拡充部分に一本化）

Ⅲ 債務保証 事業実施に伴う資金調達時の債務保証

Ⅳ 地方税の優遇措置 不動産取得税、固定資産税等の軽減措置 ※条例による課税免除

Ⅴ 融資制度 設備投資資金、運転資金に係る政府系金融機関による融資

支 援

本社機能（特定業務施設）とは
〇事務所…調査・企画部門、情報処理部門など業務のために使用される事務所
〇研究所…研究開発において重要な役割を担うもの
〇研修所…人材育成において重要な役割を担うもの

地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令に基づく減収補填
（※対象となる地方公共団体、対象施設、減収補填期間等を定めた省令）

⑷ 施行日 公布の日
（ただし、令和10年3月31日限り、その効力を失う）

東京23区

地方移転の促進

地方⇒地方への移転

地方拠点の整備※
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条例による課税免除の内容等

移転型事業 拡充型事業

対象税目
固定資産税

（特定業務施設の用に供する土地・家屋・償却資産（構築物・機械装置））

措置内容(期間) 課税免除 （新たに課税されることとなる最初の年度以降 ３年間）

対象事業者
令和２年４月１日～令和１０年３月３１日までの間に

長崎県から地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた事業者

取得価額

事業者が長崎県から計画認定を受けた日以後３年間に、特定業務施設の用に供す

る減価償却資産の取得価額の合計額が次の要件に該当するもの。

・中小企業者等：１,９００万円以上 ・その他の企業：３,８００万円以上

減収補填の有無 〇
×

（不均一課税の場合は 〇）

減収補填の内容
課税免除による減収額の75％

（普通交付税）

―

（不均一課税の場合は同左）

対象自治体 財政力指数 ０.９３未満の市町村 財政力指数 ０.７４未満の市町村

実績 なし

長崎県の地域再生計画と税制上の措置の関係（イメージ）

令和８年度税制改正の内容
（地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の改正）

① 減収補填期間の延長（２年間延長）

改正前 改正後

公示日から

令和8年3月31日まで

公示日から

令和10年3月31日まで

長崎県
地域再生計画

国の財政措置
(総務省令)

地方税上の措置
(条例による課税免除)

H27
11/27

策
定

R8
税制改正

2
年
延
長

R10

現計画期間
平成27年11月27日～令和11年3月31日

H28
9/26

制
定

２年間延長予定
（R8.3月末改正予定）

2
年
延
長

失効期限を２年間延長予定
(R8.3.31まで⇒R10.3.31まで）

R6
税制改正

2
年
延
長

2
年
延
長
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【参考】今後議案提出予定項目

１ 個人住民税関係

（1）個人住民税における住宅ローン控除の延長・見直し（市税条例附則第6条の3の2）

ア 改正の背景

2050カーボンニュートラルの実現に向けて、引き続き省エネ性能の高い住宅取得を促進していく必要があること、

また、世帯構成の変化等を踏まえ、幅広い住まいの選択肢を提供するという観点から、住宅ローン控除の控除期間及び

要件等の見直しが行われる。

イ 改正内容

所得税において住宅ローン控除の適用期間の延長（５年）等の措置が講じられたことに伴い、当該措置の対象者につ

いて、所得税から控除しきれなかった額を控除限度額（最高97,500円）の範囲内において、引き続き個人住民税から控

除する。なお、この措置による個人住民税の減収額については、地方特例交付金により全額国費で補填される。

【参考】個人住民税の住宅ローン控除制度の概要

所得税の住宅ローン控除の適用者について、控除可能額の

うち所得税から控除しきれなかった額を、翌年度の個人住民

税から控除限度額の範囲内で控除する。

ウ 施行日 令和９年１月１日（令和９年度課税より適用）

エ 影響見込額 約2,300万円の減（減収額については全額国費で補填）

現 行 改正後

居住開始年 令和4年1月～令和7年12月 令和8年1月～令和12年12月

控除限度額 所得税の課税総所得金額等の５％（最高9.75万円）
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【参考】今後議案提出予定項目

１ 個人住民税関係

【参考】 住宅ローン控除の見直し（案）
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【参考】今後議案提出予定項目

１ 個人住民税関係

（2）個人住民税におけるセルフメディケーション税制の見直し（市税条例附則第6条の2）

ア 改正の背景

少子高齢化社会の中では限りある医療資源を有効活用するとともに、国民の健康づくりを促進することが重要であり、

国民が適切な健康管理の下、セルフメディケーション（自主服薬）に取り組む環境を整備し、医療費の適正化を図る。

イ 改正内容

現行のセルフメディケーション税制は、自己又は自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係る一定のスイッチ

ＯＴＣ医薬品及びそれ以外で同種の効能又は効果を有する一定の医薬品の購入費において、年間１万２千円を超えて支

払った額を所得控除する制度で、適用期間は令和８年１２月３１日までとなっている。

今回の改正は、スイッチＯＴＣ医薬品（※）の購入費について、その適用期限を撤廃するとともに、それ以外の医薬

品の購入費について、その適用期限を５年延長し、令和１３年１２月３１日までとする。

※スイッチＯＴＣ医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医薬品から転用された一定の医薬品をいう。

【品例】ロキソニンS（鎮痛）、ガスター10（胃腸薬）、アレグラFX（花粉症）など

ウ 施行日 令和９年１月１日（令和10年度課税より適用）

エ 影響見込額 ほぼ影響なし
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【参考】今後議案提出予定項目

１ 個人住民税関係

（3）肉用牛の売却による農業所得の課税の特例の適用期限延長（市税条例附則第6条の4）

ア 改正の背景

就業者の高齢化に伴う離農が進展する中、中国における需要増加や昨今のウクライナ情勢に伴う飼料穀物の価格高騰に

よる生産コストの増加などで肉用牛経営は厳しい環境にあることから、肉用牛経営の安定と国民から求められる国産牛肉

の安定供給を図る。

イ 改正内容

肉用牛経営の安定と国産牛肉の安定的な供給に寄与するため、農業を営む個人が飼育した肉用牛を所定の家畜市場等

において売却した場合に、１頭当りの売却価格が１００万円(交雑種８０万円、乳用種５０万円)未満の肉用牛であって、

その年間売却頭数が１,５００頭までを、その売却により生じた事業所得に対する市民税を免除している。

この肉用牛売却所得の課税の特例の適用期限を令和９年度までから令和１２年度までに３年延長する。

※所得税は昭和４２年度から、市民税は昭和４４年度から時限措置として創設され、昭和５６年度税制改正において

免税基準価格を導入後、継続している。

ウ 施行日 令和９年１月１日（令和10年度課税より適用）

エ 適用者数 令和３年度０件、令和４年度０件、令和５年度０件、令和６年度０件、令和７年度０件

オ 影響見込額 影響なし

-9-



【参考】今後議案提出予定項目

1 個人住民税関係

(4) 個人住民税における公的年金等受給者の扶養親族等申告書に係る所要の措置（市税条例25条の3の3）

ア 改正の背景

個人住民税における公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出義務の範囲は、所得税において源泉徴収の対象となる

公的年金等を有する者等とされている。

しかし、税制改正により、所得税において基礎控除額が引き上げられたことにより、所得税の非課税限度額が上がった

ため、個人住民税を課税されている者の中には、個人住民税の賦課決定に必要な情報が得られない場合が生じる。

イ 改正内容

所得税と個人住民税の課税ベースが異なるため、個人住民税における公的年金等受給者の扶養親族等申告書の提出義務

の範囲を拡大する。所得税の課税対象者ではないが、個人住民税では課税対象となる公的年金等を有する者について、

提出を義務化する。

《扶養親族等申告書の提出が不要な者（年金収入額205万円以下）の例》

・65歳以上の公的年金等受給者

・年金収入額200万円

単身の場合、課税 夫婦世帯等の場合、非課税

※非課税ライン 155万円 ※非課税ライン 222万円

（所得割） （所得割）

ウ 施行日 令和9年1月1日（令和10年度課税より適用）

エ 影響見込額 影響なし

個⼈住⺠税の賦課決定に必要な、配偶者・扶養親族の有無を把握する
ために、扶養親族等申告書の提出が必要

国税における扶養親族等申
告書の提出が不要な場合で
あっても個⼈住⺠税におい
て必要な情報を得られるよ
う、提出義務の範囲を拡大
する。
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地方税法に定められた範囲内で、市税条例により課税標準等の特例割合を定めている項目について、令和８年度
税制改正に伴い、適用期限の延長や適用要件の変更等が行われるもの。

わがまち特例とは

従来、法律で一律に規定していた課税標準又は
減額特例の割合を条例で決定できる
（※ 特例割合等の上限及び下限並びに参酌基
準は地方税法で規定 ）

原 則 税額 ＝ 課税標準額 × 税率

わがまち特例 税額 ＝ 課税標準となるべき価格 × 特例割合 × 税率

 固定資産税の特例措置（新築住宅に対する軽減や、住宅用地に対する特例など）について、地方団体が、税制を通じて地域の
実情に応じた政策を展開できるようにするという観点から、国が一律に定めていた内容を、地方団体が自主的に判断し、条例
で決定できるようにする仕組みとして、平成24年度税制改正により導入されたもの。

ア 改正の背景

(１) わがまち特例（地域決定型地方税制特例措置）の適用期限の延長等（市税条例附則第８条の２）

２ 固定資産税関係

【参考】今後議案提出予定項目

課税標準額 × 税率 － 減額特例

又は
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№ 項目 改正内容 特例及び改正の概要 特例割合等 特例の区分

1 公害防止用設備に係る特例措置 延長・縮減

公害防止用設備（汚水廃液処理施設・下水道除害施設）に係る課税
標準の特例措置
⑴ 適用期限を２年延長（～R10.3.31）
⑵ 下水道除害施設のうち酸化又は還元装置、凝集沈殿装置及び
イオン交換装置を適用対象から除外

【地方税法】

1/3～2/3（参酌基準:1/2）

【条例】 2/3

特例割合

2
都市再生認定事業（都市再生緊急整備地
域）に係る課税標準の特例措置

延長・拡充

都市再生緊急整備地域において、認定事業により新たに取得した公

共施設等の用に供する家屋及び償却資産に係る課税標準の特例措置

⑴ 適用期限を３年延長（～R11.3.31）

⑵ 対象施設に都市再生整備等協定に定められた民間事業者の

交流又は連携の拠点となる集会施設、国際会議場施設、観光

案内所及び防災上有効な備蓄施設を加える

【地方税法】

1/2～7/10（参酌基準:3/5）

【条例】 1/2

特例割合

3
再生可能エネルギー発電設備に係る課税
標準の特例措置

延長・拡充
・縮減

太陽光、水力、風力、地熱、バイオマス発電設備に係る課税標準の

特例措置

⑴ 適用期限を３年延長（～R11.3.31）

⑵ 区分変更

① 太陽光発電設備：ペロブスカイト太陽電池に限定

② 風力発電設備

ア 洋上風力（再エネ海域利用法）

イ 洋上風力（港湾法）・陸上風力（温対法・農山漁村

再エネ法）

③ バイオマス発電設備 1万KW以上を適用対象から除外

【地方税法】

① 1/3～2/3（参酌基準:1/2）

②-ｱ 1/2～7/10（参酌基準:3/5）

②-ｲ 1/2～5/6（参酌基準：2/3）

③ 1/3～2/3（参酌基準:1/2）

【条例】

①・② －

③ 1/3

特例割合

4
一体型滞在快適性等向上事業により整備
した固定資産に係る課税標準の特例措置

延長・拡充

滞在快適性等向上区域において、民間事業者が民地のオープンス

ペース化や建物低層部のオープン化を行った場合の当該資産に係る

課税標準の特例措置

⑴ 適用期限を２年延長（～R10.3.31）

⑵ 適用対象となる償却資産に便所、遊具及び案内板を加える

⑶ 適用対象となる家屋に便所の用に供する家屋を加える

【地方税法】

1/3～2/3（参酌基準:1/2）

【条例】 1/2

特例割合

イ 改正内容

【参考】今後議案提出予定項目

※ 市税条例における特例割合等を改正予定
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№ 特例名称
参酌基準

（最大～最小）
長崎市の割合
（現行）

軽減期間 取得期限 特例の区分

1 家庭的保育事業 1/2（1/3～2/3） 2/3 制限なし 制限なし 特例割合

2 居宅訪問型保育事業 1/2（1/3～2/3） 2/3 制限なし 制限なし 特例割合

3 事業所内保育事業 1/2（1/3～2/3） 2/3 制限なし 制限なし 特例割合

4 公害防止用設備 汚水又は廃液処理施設 1/2（1/3～2/3） 2/3 制限なし R10.3.31 特例割合

5 都市再生認定事業 都市再生緊急整備地域 3/5（1/2～7/10） 1/2 ５年度分 R11.3.31 特例割合

6

津
波
避
難
施
設
等

① 指定避難施設 2/3（1/2～5/6） 5/6 ５年度分 R9.3.31 特例割合

② 協定避難用部分 1/2（1/3～2/3） 2/3 ５年度分 R9.3.31 特例割合

③ 協定避難用部分（建設中・建設予定） 1/2（1/3～2/3） 2/3 ５年度分 R9.3.31 特例割合

④ 指定避難用償却資産 2/3（1/2～5/6） 5/6 ５年度分 R9.3.31 特例割合

⑤ 協定避難用償却資産 1/2（1/3～2/3） 2/3 ５年度分 R9.3.31 特例割合

7

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備

① 太陽光 ペロブスカイト太陽電池 1/2（1/3～2/3） ３年度分 R11.3.31 特例割合

② 風力

ア 洋上風力（再エネ海域利用法） 3/5（1/2～7/10） ３年度分 R11.3.31 特例割合

イ 洋上風力（港湾法）・陸上風力（温対法・農山漁村再エ
ネ法）

2/3（1/2～5/6） ３年度分 R11.3.31 特例割合

③ 水力
ア 出力5,000kw未満 1/2（1/3～2/3） 1/3 ３年度分 R11.3.31 特例割合

イ 出力5,000kw以上 3/4（7/12～11/12） 7/12 ３年度分 R11.3.31 特例割合

④ 地熱
ア 出力1,000kw未満 2/3（1/2～5/6） 1/2 ３年度分 R11.3.31 特例割合

イ 出力1,000kw以上 1/2（1/3～2/3） 1/3 ３年度分 R11.3.31 特例割合

⑤ バイオマス 出力１万kw未満 1/2（1/3～2/3） 1/3 ３年度分 R11.3.31 特例割合

8 一体型滞在快適性等向上施設 1/2（1/3～2/3） 1/2 ５年度分 R10.3.31 特例割合

9 サービス付き高齢者向け貸家住宅 2/3（5/6～1/2） 1/2 ５年度分 R9.3.31 減額特例

10 マンション大規模改修（長寿命化） 1/3（1/2～1/6） 1/3 １年度分 R9.3.31 減額特例

令和８年度税制改正で、適用期限の延長等がなされる項目ウ 長崎市における「わがまち特例」の一覧

【参考】今後議案提出予定項目
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【参考】今後議案提出予定項目

２ 固定資産税関係

ア 改正の背景

物価指数等が上昇していることを踏まえ、固定資産税の免税点の見直しを行う。（前回見直し：平成３年）

イ 改正内容（予定）

土 地： 30万円 （据え置き） 【前回見直し（平成３年）と比較した場合、地価が下落しているため】

家 屋： 20万円 ⇒ 30万円

償却資産： 150万円 ⇒ 180万円

ウ 施行日 令和９年４月１日（令和９年度課税より適用）

エ 影響見込額（令和７年度概算）

区分 対象者数 影響額 影響額合計

家屋 2,334人 ▲9,315千円
▲18,467千円

償却資産 399人 ▲9,152千円

(２) 免税点の見直し（市税条例第36条）

－免税点とは－
市内において同一人物（共有の場合は共有形態ごと）が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの

課税標準額の合計が、一定の額に満たない場合に固定資産税を課することができないとする金額。
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